
『いくら何でもそれ通らないで
しょ』っていうのを
通すのか、通さないのか　
決めるのは私たち

　確定申告会場で、自民党裏金事件へ
の怒りが噴出している。国民は少しでも
不備があれば課税されるのに対して、「政
治資金」は非課税で聖域。裏金を受け取っ
た議員らが訂正した政治資金収支報告書
には「不明」との記述が相次いでいる。
一般市民が同じような書類を出せば、税
務署から厳しく追及されることは必至だ。
SNSでは、「# 確定申告ボイコット」とい
う投稿が 10万件超に上ったという。
　納税は憲法で定められた国民の義務
だ。しかし予算委員会で鈴木財務相は、
裏金を受け取った議員は所得として納税
することになるかを問われた際、「疑義が
持たれた政治家が個人で判断すべき」と、
政治家は納税を個人の判断でできるとも
とれる答弁を行った。いくら何でもそれ
通らないでしょ！

　「# 確定申告ボイコット」という声は、
政治家や政権のこうした姿勢に対する憤
りの表れだが、そこには「ズル」に対す
る恨みや妬み、ましてや「だったら自分も
ズルしたい」ということとは別次元の感情
も生まれ始めている。
　例えばワイドショーでのタレントのコメ
ント。「ずるいとかの感情の前に自分達の

いる国は、こんなこと堂 と々して、あの理
由で、そのままスルーできると思ってる様
な人達がこの国を引っ張ってるって、大
丈夫かな？　と心配になる。だって『いく
ら何でもそれ通らないでしょ』っていうの
が通ってきてるんですもん」。

　「『いくら何でもそれ通らないでしょ』っ
ていうのが通ってきてる」ヤバさを、誰が
止めるのか。検察も国税もダメなら、主
権者国民以外に誰が止めるのか。「また
か」「どうせそんなもの」と他人称で済ま
せている場合ではない。
　「『いくら何でもそれ通らないでしょ』っ
ていうの」が通ってしまう社会をつくるの
か、「それは通らない」という社会をつく
るのか。問われているのは、私たちはど
んな社会を望むのか、ということだ。

　「検察にも国税にもがんばってほしい。
しかし例え彼らの腰が引けていようが、
国民は許さないぞと。検察を指揮する権
限は国民にはありません。国税の尻を叩
く権能も国民にはありません。しかしいざ
選挙の際には、検察だろうが国税だろう
が無力です。権限、権利を持っているの
は主権者たる国民、有権者のほかにはあ
りません」（小川淳也・衆院議員　21面「囲
む会」）。

　「政治資金規正法の目的は、政治活動
を国民の不断の監視と批判の下におき、

金の流れを透明化し、健全な公共社会を
作ることです。政治家による裏金作りは、
その公共性を傷つける行為にほかなりま
せん。私たちの公共社会のとらえ方が問
われています。～中略～
　私たちはなぜ、投票に行くのでしょう。
投票に行くこと自体に価値があるわけで
はありません。よりよい社会を作っていく
ことこそが大切なのです。公共社会を傷
つける政治家に退場を求めるという戦略
的な行動を取ることは、民主主義を成熟
させる手段です」（江藤祥平・一橋大学
教授　朝日1/26）。

　起訴されなくても、脱税に問われなかっ
たとしても、ルールを守らなかった事実を
明らかにし、ズルしていた議員に責任を
取らせることが、なぜ必要なのか。それ
は「〇〇叩き」のためではなく、健全な
公共社会を作るためだ。「『いくら何でも
それ通らないでしょ』っていうのが通って
きてる」ような社会では、私たちの〝いの
ちとくらし〟を守ることはできないのだか
ら。

私たちはどんな社会を望むのか
～〝いのちとくらし〟を誰かにお任せに
するわけにはいかないのだから
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　能登半島の復旧・復興の現状は、端的
にそれを物語っているのではないか。
　がれき処理は自助でもブルーインパルス
を飛ばして応援（提案したのは裏金問題
で政務官を辞任した地元選出議員）、北
陸新幹線延伸による観光需要を見込んで

「応援旅行割」を実施する一方、被災者
は2次避難先の宿泊施設から退去を迫ら
れる（被災地のインフラ復旧は大幅に遅
れている）、今も地域住民が身を寄せる自
主避難所への物資配送は、職員不足を
理由に打ち切りに・・・
　半島という地理的に困難な条件はある
にせよ、被災した人々の〝いのちとくらし〟
とはあまりにもかけ離れた姿勢が伺える。
その姿勢は、気にくわない質問をするメ
ディアを排除し続ける県知事の姿勢と重
なってはいないだろうか。

　（二転三転した政倫審について）「『フル
オープンになった、よし一歩前進だ』とか、
あるいは、誰が出席するみたいな議論に
なりがちですけれども、そもそも、いわ
ゆる裏金を受け取っていた議員って86人
もいるんですよね。それがこの期に及ん
で出てこない議員の方が圧倒的に多い現
状は本当に異常だと思います。野田佳彦
さんも国会で言っていたように国会議員
である以上、説明責任は国民に対して果
たすべきものですよね。それがもし自分
の意思で出ないと決めた議員がいるので
あれば、それは『国民には説明しません』
と宣言したと同じことなんじゃないかと思
いました」（辻愛沙子・クリエイティブディ
レクター『news zero』パートナー）。
　「国民には説明しません」と宣言して憚
らない（そういう行為なのだ、という意
味が分からない）政治家が決める政策や
ルールが、私たちの〝いのちとくらし〟を
守るものになると思えるだろうか。

　コロナ禍でも痛感したように、非平時に
〝いのちとくらし〟を守れるかは、平時か
ら私たちがどんな政治家を選び、声を届
け、監視し、鍛えているかにかかっている。

「政治不信」や「誰がやっても変わらない」
で済ませていれば、その先に見えるのは

「『いくら何でもそれ通らないでしょ』って
いうのが通ってきてる」社会、〝いのちとく
らし〟とはかけ離れた政治だろう。
　そんな政治や社会を、私たちは望んで
はいない。

　消費者民主主義の土台のままでは、政
治の話は「投票したいところがない」「だ
からしょうがない」で終わってしまうだろ
う。むしろ「どんな暮らしを望むのか」、

「どんな社会を望むのか」、「もっとこうな
らいいのに」という話からはじめよう。だっ
て、私の〝いのちとくらし〟を誰かにお任
せにするわけにはいかないのだから。

私たちは
どんな社会を望むのか

　「私たちの公共社会のとらえ方が問われ
ている」という意味では、財政―財政民
主主義も重要だ。昨年末、支持率浮上を
狙って打ち出された岸田減税―減税と現
金給付―は、予想されたほどには歓迎さ
れなかった。不人気な政権による選挙目
当ての場当たり策と見透かされたことに加
え、財政難や少子化、低成長など「下り
坂」の時代の様相が否応なく明らかにな
るなかで、人々は目先の利益よりも将来の
ビジョンを求めるようになっているのでは
ないか。

　「国家が市場経済に抱かれるようになる
と（グローバル市場経済を想起／引用
者）、財政の理念と現実との間に大きな溝
が生じてしまう。そうなると、社会の構成
員から自分たちが統治者として財政を運
営しているという意識が薄れ、財政によっ
て統治されているという意識だけが高ま
ることになる。しかも・・・政治過程が
経済的利害を追求する舞台となってしまう
と、財政の現実はますます理念から剥離
してしまう」（神野直彦「財政と民主主義」
岩波新書）。
　右肩上がりの時代なら、「政治過程が
経済的利害を追求する舞台」となっても、
なんとかやってこられたといえるのかもし
れない。しかしその延長のままでは「下
り坂」の時代には、「（日本では財政を自
分たちが運営しているという意識が弱い
ため／引用者）「お上」が配る貨幣的利
益をめぐって我先に争うことにもなりかね
ないのである」（前出）。補助金の奪い合
い、それに伴う贈収賄まがいの癒着や利
益供与、「お仲間」案件、「中抜き」の数々
など、税金の私物化は枚挙にいとまがな
い。

　財政は個々の利益を包含しつつ、それ

を超えるような社会の共同利益を実現す
るためのものではなく、サービスの対価と
して個々が負担するものだという消費者民
主主義からの脱却が問われている。ある
いは消費者民主主義の土台の上で、「「お
上」が配る貨幣的利益をめぐって我先に
争う」様相をさらに激化させるのか。私
たちはどんな社会を望むのか。

　「――90 年代に欧州で提案された社会
的投資国家を求める人々の固まりが、20
年以上もあとの日本で可視化されたのは、
なぜですか。
　「財政難のもとで福祉をどうするかの議
論が深まってきたためではないでしょう
か。少子高齢化の進行や経済成長の鈍
化が深刻になる一方で、福祉国家を手放
すという選択ができない現実も見えてき
た。『福祉国家を正当化できるロジックが
ほしい』という動機が強まっておかしくな
い状況です」
　「弱者を支援するという従来型の福祉の
もとでは、弱者に分類されない人々の間に

『私ではない誰かの福祉に公金が使われ
るのは不公平だ』という不満感が生まれ
てしまうことも指摘されてきました。その
点、『みんなが成長するために使おう』と
いう社会的投資型の福祉支出なら、社会
的合意を作りやすい面があります」（金澤
悠介・立命館大学准教授　朝日デジタル　
2/27）。

　昨年末の岸田減税の不人気について分
析した論考は、こう結ばれている。
　「わたしたちは、心のどこかで個人的利
益を超える制度を欲している。そして、そ
れゆえに今回の一時的減税を喜ぶことが
できないのではないだろうか。社会的共
通資本をつくり、その利益を再び社会に
還すことこそ、わたしたちが望む真の「還
元」論ではないか」（吉弘憲介・桃山学
院大学教授　世界1月号）。

私たちは微力だが
無力ではない

　とはいえ、「どんな暮らしを望むのか」、
「どんな社会を望むのか」、「もっとこうな
らいいのに」という話をしても、一方では

「選挙に行っても変わらない」、「自分の意
見や一票には価値がない」という諦め感
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を発射するためには、技術的にも財政的
にも相当ハードルが高い。またアメリカの
関心が高いのは（アメリカ本土を射程に
入れる）ICBM ですから、アメリカとの
交渉では ICBMを巡って北朝鮮は何を手
放し、その代わりにアメリカから何を得る
か、という交渉になるでしょう。

　戦術核については、北朝鮮は通常兵器
の軍事バランスで脆弱なので、なかなか
手放さないでしょう。戦術核を持ったま
ま、とりあえず戦略核を制限する、その
見返りとして制裁の段階的解除ということ
になり、投資などがはいるようになれ
ば、戦術核をめぐる交渉に入れるかもし
れません。
　戦術核は日本と韓国に直結するの
で、短距離ミサイルを減らすためにアメリ
カを中心に日韓が何を提供するか、とい
うことになる。
　今はなかなか考えられませんが、いず
れはこうした軍縮交渉が必要な局面が来
るかもしれません。

　私がこういう話をするのは、日本では
こうした認識が弱いような気がするからで
す。
　北の脅威、とくにミサイルの脅威と言
うと、例えば J アラートが鳴るのは日本
を飛び越えていくミサイル、ICBMとか
IRBM（中距離弾道ミサイル）ですね。
　日本を飛び越えてアメリカに飛んでい
くミサイルは「脅威」と言う一方、日本が
射程に入っていて実戦配備されていると
言われるミサイル――ノドンとかスカッド
改良型と言われるもの――300 以上と言
われていて、その1 割程度は核弾頭が装
着されていると考えられているものについ
ては、ほとんど議論されていません。

　軍事的な対応を備えつつも、ミサイル
をどうやって止めるのか、減らすのかを
現実的に考えなければなりません。これ
が冷戦期の米ソの軍備管理、軍縮であ
り、そのための相互信頼醸成措置などで
あったわけです。
　同時に、北のミサイルを減らすため
に、こちらは何をするのか。それが相互
的な安全保障のシステムであり、そこに
は外交も入ってくるわけです。ある段階か
らは、そういうことをやらざるをえないと
思います。

　そのためにも北が戦術核に焦点をあわ
せていることを、もっと現実的かつ詳細
に見ていく必要があると思います。

（２月20 日。聞き手／戸田政康、石津美
知子。敬称略。タイトル、小見出しとも文
責は編集部）

が強くて、「自分には社会を変える力があ
る」という自己効力感が低い、とも言わ
れてしまう。

　本当にそうだろうか。確かに私たちは
微力だが無力ではない、のではないか。
　松尾陽・名古屋大学教授は「憲法季評」

（朝日デジタル　2/15）で、イスラエルに
対してガザ地区でのジェノサイド的活動の
停止を命じた国際司法裁判所（ICJ）の判
断の効力についてこう述べている（要旨）。

　国際司法裁判所の判断に従うことを強
制する組織が存在するわけではない。そ
の意味では国際法も憲法も、違法な行為
をしている権力者に対して自己抑制を要
求する（しかない）という困難な課題を抱
えている。しかし憲法や国際法が発展し
てきたのは、国際であれ国内であれ、人
びとが基本的権利の実現に向けて行動し
てきたからである。
　国際法や憲法を捉えるうえで、基本的
権利を実現しようとする人びとの態度や行

動を無視することはできない。「われわれ
がこうありたい」という主体的な思いが、
理念が書かれたに過ぎない文書に力を与
え、それらを法にする。
　（憲法 97条　この憲法が日本国民に
保障する基本的人権は、人類の多年にわ
たる自由獲得の努力の成果であって、こ
れらの権利は、過去幾多の試練に堪え、
現在及び将来の国民に対し、侵すことの
できない永久の権利として信託されたもの
である。）

　現にICJの決定を受けて海外では、イ
スラエルへの武器輸出停止を命じる判決
が出されたり、労組がイスラエル向け武
器の荷役を拒否したりする動きが出てい
る。日本でも大手商社がイスラエル軍事
企業との取引を停止したが、そこでもICJ
の決定と「決定は誠実に履行されるべき」
との上川外相談話が影響を及ぼしてい
る。

　さらに言えば、「家族に誇れる会社で働
きたい」と声をあげた「中の人」にも、勇
気を与えたことだろう。
　「私が今回、中から声をあげたから伊
藤忠がそのような判断をしたとは全く思っ
てないですが、判断の理由の 0.001％ぐら
いは、もしかしたら私の声や私の署名も
影響していたかもしれないと思うと、一市
民が大きな会社を、社会を、世界を変え
るというのは、小説などの中だけの話じゃ
なくて、現在進行形で作られていく歴史
なんだなと感じました。 
　一市民が何か言っても無駄だと揶揄す
る声もありますが、それが無駄じゃない
と感じられたのがすごく大きいです。中か
ら声をあげたことだけじゃなく、署名をし
たこと、SNSでいろんな人とつながった
こと、涙を１粒描いたこと全部含めて、自
分の中では大きな変化であり、世界の見
え方が変わりました」。

（田幸和歌子　 https://friday.kodansha.
co.jp/article/360360?page=3）。

　「どんな暮らしを望むのか」、「どんな社
会を望むのか」、「もっとこうならいいのに」
と思いをめぐらせ、誰かと語り合い続ける
ことは無駄ではないし、意味がないこと
ではない。私たちは、微力だけれど無力
ではないのだから。　　　　　　　　■

2ページから続く




